
神戸（表六甲河川）地域では、昭和13年7月の阪神大水害を契機

に、洪水を安全に「ながす」ための河川下水道対策を進めた結果、

大きな水害は少なくなりました。

しかし、近年、全国的に集中豪雨などが頻発しており、これまで

の想定を超える降雨も含めて、治水を考えることが必要となりまし

たが、従来の「ながす」対策だけでは対応が困難です。このため、

県が策定した総合治水条例（平成24年4月施行）に基づき、「ながす」

対策に加え、地域で雨水を「ためる」対策、水害に「そなえる」対策

を組み合わせた『総合治水』を推進することとしています。

この総合治水の考え方に基づき、本地域の特性などを踏まえて、県、神戸市及び県民が連携し

た取組方針・内容などを記載した「神戸（表六甲河川）地域 総合治水推進計画」を策定しました。

そして、本計画の総点検の年である平成29年度に、各取組の進捗状況や地域ニーズへの対応、

平成28年10月に国交省が提示した「水防災意識社会 再構築ビジョン」、平成29年6月の水防法等

の一部改正などを踏まえた新たな取組の推進などを踏まえて、計画内容を一部変更しました。

■ 計画地域■ 計画地域

人口・資産が高度に集積する神戸市南部の地域（面積約196km2、20水系54河川）が対象です。当該

地域は、海岸線より2～4kmの位置に山が迫っており、山から海にかけて急勾配の地形となってい

ることから、一気に雨水が流出する特徴があります。

三宮そごう前（現フラワーロード）を
流れる濁流（昭和13年 阪神大水害）

計画対象地域

自然とともに生きる ～想定を越える降雨に備えて～自然とともに生きる ～想定を越える降雨に備えて～



■ 総合治水とは■ 総合治水とは

これまでの治水は、「降った雨を河川や下水道に集めて早く安全に流す」ことを基本とし、川幅を

拡げたり、雨水管を設置するなどの河川下水道対策を中心に進めてきました。一方、開発や都市

化の進展、多発する集中豪雨などにより、従来よりも雨水が一気に流出することが増え、浸水被

害が拡大しています。

そこで、これまでの河川下水道対策「ながす」に加え、雨水を一時的に貯留・地下に浸透させる

流域対策「ためる」や、浸水してもその被害を軽減させる減災対策「そなえる」を組み合わせた総

合治水に取り組むことが重要となっています。

ながす 河川下水道対策

ためる 流域対策

そなえる 減災対策効果的に
組み合わせる

総合治水



■ 近年の浸水被害■ 近年の浸水被害

平成11年6月水害の様子（新湊川）
平成16年9月水害の様子

（国道2号 海岸通5丁目付近）

平成22年7月水害の様子
長田区

店舗から水をかき出す従業員）

①平成11年6月29日の梅雨前線豪雨
・改修前の新湊川の洗心橋付近があふれ、東山商店街を中心に被害が発生

②平成16年度
・神戸港の満潮時刻に台風による高潮が重なり、三宮南地区で4度にわたり浸水被害が発生
③平成22年7月15日の集中豪雨 ・長田区で172戸の床上・床下浸水被害が発生

日雨量179.5mm
最大時間雨量45.0mm

日雨量53.5mm
最大時間雨量48.0mm

集中豪雨による被害 ～都賀川の水難事故～集中豪雨による被害 ～都賀川の水難事故～

■ 基本目標■ 基本目標

本計画地域では、住吉川などで河川改修が完了し、一定の治水安全度を有していますが、想定

を越える降雨に対しても、

① 人的被害の回避・軽減を図ること

② 県民生活や社会経済活動への深刻なダメージの回避を図ること

が必要であり、これらを基本目標とします。

基本目標を達成するため、河川や下水道整備が未完了の地域での「ながす」対策を軸としなが

ら、県立施設で先行して「ためる」対策を実施します。また、県、神戸市及び県民が協働して「そな

える」対策に取り組みます。

こうした対策を促進させるため、総合治水推進の気運を高める活動を実施します。

平成20年7月28日、都賀川では突発的な集中豪雨により、10分間に1.3mという急激な水位上
昇が生じ、河川敷で遊んでいた小学生など16人が流される事故が発生しました。この事故を教訓
に、大雨・洪水注意報発表時には親水階段に設置した門扉を閉める取り組みを実施しています。

今後は神戸大学が行っている都賀川の流出特性の実験・研究を基に、突発的な集中豪雨に有

効な方策を検討します。

平成20年7月28日
都賀川（甲橋）
水位上昇状況10分間で

1.3m上昇

① ③②

Topics



■ 総合治水の推進に関する基本的な方針■ 総合治水の推進に関する基本的な方針

県および神戸市は 河川整備計画、下水道計画（雨水）などに基づき、築堤、河床掘削、河道

拡幅、雨水管などの整備及び適切な維持管理を実施します。

「ながす」 （河川下水道対策）「ながす」 （河川下水道対策）

県および神戸市は 公共施設を改築・修繕する場合、施設が持つ機能を損なわない範囲に

おいて、可能な限り雨水の浸透・貯留に配慮した施設の整備に努めます。

また、森林の保全、調整池の設置などを実施し、河川や下水道などへの

雨水の流出抑制に努めます。

「ためる」 （流域対策）「ためる」 （流域対策）

「水害リスクに対する認識の向上（知る）」、「情報提供体制の充実と水防体

制の強化（支える）」、「的確な避難のための啓発（逃げる）」、「水害に備える

まちづくりと水害からの復旧の備え（備える）」を4本柱として減災対策を推進
し、人的被害の回避・軽減及び県民生活や社会経済活動への深刻なダ

メージの回避を図ります。

「そなえる」 （減災対策）「そなえる」 （減災対策）

■ 計画期間■ 計画期間

総合治水は、浸水被害の軽減を目指し、行政、県民及び企業など様々な主体が連携して継続し

た取組が必要です。

本計画期間は平成26年度から概ね10年間として、まずは総合治水に取り組む気運を高め、各
主体が共通した認識をもつための「第1ステップ」と位置づけています。
計画策定後は協議会において、毎年、計画の進捗状況を把握します。また3年ごとに総点検を
行い、10年後に次期計画を策定します。（但し、社会情勢等の変化により、計画の見直しを行う場合があります）

年度 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

進行管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

総点検 ○ ○ ○

計画の見直し ○

フォローアップのスケジュール

県・神戸市

県・神戸市

県・神戸市

・県民

■ 自主的な取り組みを促すための活動■ 自主的な取り組みを促すための活動

総合治水への理解を高め、取組む気運の醸成に努めるため、県及び神戸

市は、出前講座や講演会などを開催します。

県・神戸市



■ 計画内容の一部変更■ 計画内容の一部変更
平成27年9月関東・東北豪雨災害では、堤防決壊や氾
濫流による家屋の倒壊など、甚大な被害が発生し、避難

の遅れによる多数の孤立者が発生しました。このため、

「治水の施設だけでは防ぎきれない大洪水は必ず発生

するもの」ということを踏まえ、「水防災意識社会」の再構

築に向けた取組が必要となりました。また、平成28年8月
の台風10号等の一連の台風では、北海道・東北地方の
中小河川等で氾濫が発生し、逃げ遅れによる多数の死

者や莫大な経済被害が発生しました。

この災害を受け、「水防災意識社会」の再構築に向けた

取組を、中小河川も含めた全国の河川でさらに加速化さ

せるため、「大規模氾濫減災協議会」制度の創設をはじ

めとする「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年
6月19日に施行されました。

ホットラインとは、市町村長が行う避難勧告等の発令の判断を支援するための情報提供の一

環として、河川管理者から、必要に応じ河川の状況、水位変化、今後の見通し等を市町村長等

へ直接電話等で伝える仕組みのことです。ホットライン構築により、実施体制や提供情報等の事

前調整による的確な情報提供や市町村長の気づきを促すことで急激な水位上昇がある中小河

川でも確実な避難行動に結びつけることが可能となります。

■ ホットラインとは■ ホットラインとは

■ 水害対応タイムラインとは■ 水害対応タイムラインとは

出典「タイムライン（防災行動計画）
策定・活用指針」

いつ

誰が

何をするか

水害対応タイムラインとは、

災害の発生を前提に、防災

関係機関が連携して、災害

時に発生する状況を予め河

川ごとに想定・共有し、「い

つ」、「誰が」、「何をするか」

に着目して 、防災行動とそ

の実施主体を時系列で整理

した計画のことです。

上述した、「水防災意識社会 再構築ビジョン」、水防法等の一部を改正する法律等を踏まえた

新たな取組を推進するため、総合治水推進協議会の設置目的に、水防法第15条の10に基づく
「都道府県大規模氾濫減災協議会」の目的を加え、本計画の内容を一部変更しました。

出典「国土交通省HP」

平成27年9月関東・東北豪雨における災害状況

平成28年8月台風第10号等の災害状況（空知川）

（１）想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図の作成・周知

（２）ホットラインの構築 （３）水害対応タイムラインの策定

（４）想定最大規模洪水を対象とした取り組み

（５）要配慮者利用施設における、避難確保計画作成の支援

主な変更内容



10 年に 1 回
程度発生する降雨に対しても

浸水が起こらないように雨水

幹線やポンプ場を整備します。

特に、浸水リスクが高い8
地区を雨水整備重点地区と

して浸水対策を進めており、

これまでに 2 地区の雨水幹
線整備が完了、残りの6地区
について現在整備中です。

「下水道対策」「下水道対策」

「河川対策」「河川対策」

新湊川水系 ・高潮に対応できる築堤、河床掘削を実施 【河口～庄田橋下流】

妙法寺川水系
・河床掘削、河道拡幅、橋梁の架け替えを実施 【河口～広畑橋】

・河川整備を実施 【車地区】

宇治川及び鯉川水系 ・河川整備計画の検討 【全域】

また、三宮南地区では京橋ポンプ場（H23.8）、小野浜ポンプ場（H27.6）、中突堤ポンプ場
（H27.7）が運転を開始しています。
今後も神戸市の下水道計画などに基づき、雨水幹線、ポンプ場の整備・維持を推進します。

下水道対策位置図

神戸市

県・神戸市

整備済み

整備中

妙法寺川

新湊川

宇治川

庄田橋

車地区

広畑橋

河川対策位置図

鯉川

工事を実施する河川

河川整備計画を検討する河川

■ 「ながす」 河川下水道対策■ 「ながす」 河川下水道対策

河川下水道対策を推進します。



■ 「ためる」 流域対策■ 「ためる」 流域対策

様々な土地・施設の所有者、管理者それぞれが、以下の取組を実施・保全

することで雨水の流出を抑制します。各対策の効果は小さいが、こうした取

組の積み重ねが浸水被害の軽減につながります。

流域対策は土地・施設の所有者・管理者の理解と協力が不可欠であることから、行政、県民及

び企業などが連携を図り、適切な役割分担のもと実施します。

1ha以上の開発行為に対し、重要調整池の設
置と適正な維持管理を義務づけています。

0.3ha以上の開発に対し、防災調整池の設置
を行うように指導しています。

「調整池の設置および保全」「調整池の設置および保全」

公共施設庁舎、県営住宅、公園、学校等の施設

県が管理する施設の駐車場、グラウン

ド及び公園などのオープンスペースを利用し、率先し

て雨水浸透・貯留機能の向上に努めます。

市が管理する施設の機能に支障のな

い範囲で、改築・修繕を実施の際には、雨水の浸透・

貯留機能の向上に努めます。

歩道の改築・修繕時は透水性舗

装を推進し、貴重な雨水浸透機能を有している公園

の広場や植栽地の保全と適切な管理に努めます。

「土地等の雨水浸透・貯留機能の確保」「土地等の雨水浸透・貯留機能の確保」

森林において豪雨時に発生する土砂崩

壊、流木などによる河川埋塞にともなう

洪水被害を防止するため、引き続き治山・砂防事業などに

よる土砂流出・流木防止対策を進めます。特に、市街地に

近接する森林は、国、県及び神戸市による「六甲山系グ

リーンベルト整備事業」や「治山事業」などにより、「災害防

止の森」として、表面浸食防止や水源涵養機能の高い森

林を目指します。

「六甲山地における土砂・流木の流出抑制対策」「六甲山地における土砂・流木の流出抑制対策」

重要調整池の例

駐車場透水性舗装の事例 （兵庫県西神戸庁舎）

砂防えん堤の整備事例

流出調整機能施設（オリフィス）の整備事例
（真陽南さくらグラウンド）

駐車場・歩道での浸透施設イメージ

県・神戸市

・県民

県

神戸市

県

神戸市

県・神戸市

国・県・神戸市

・県民

埋塞：河川や道路が土砂崩れ等によって塞がれること
涵養：地表の水（降水や河川水）が地下に浸透し地下水となること



■ 「そなえる」 減災対策■ 「そなえる」 減災対策

県、神戸市、県民及びNPO団体と協力し、水害が発生した場合でも被害を小さくする減災対策
について、より一層の充実に努めます。

①浸水想定区域図の作成公表等

水位周知河川及び浸水想定区域に地下街を含む可能性のある河川から洪水浸水

想定区域図を作成し、神戸市に提供すると共にHP等で公表します。
洪水ハザードマップを作成し、広報紙KOBE防災特別

号「くらしの防災ガイド」として県民に周知します。

「水害リスクに対する認識の向上」 （知る）「水害リスクに対する認識の向上」 （知る）

研修会の様子

①避難情報の伝達

毎年出水期前に、水防連絡会を活用してホットラインの連絡体制を確認し

ます。また、水防伝達演習等を活用し、必要に応じて水害対応タイムラインの見直しを図ります。

更に、避難判断に役立つ防災情報提供体制の充実に努めます。

「情報伝達体制の充実と水防体制の強化」 （支える）「情報伝達体制の充実と水防体制の強化」 （支える）

増水警報装置 （妙法寺川）

②研修の充実

職員も水害リスクを十分認識し、より専門的な

知識を身につけるよう研修の充実に努めます。また、県民に対して

地域毎に災害に備える勉強会を実施します。

①ハザードマップの一層の利活用と防災知識の浸透

作成したハザードマップなどのより一層の

利活用を図り、県民が被害に遭わないために必要な知識の普

及に努めるとともに、洪水浸水想定区域図の作成後、想定最

大規模の洪水に基づく水害ハザードマップを作成・周知します。

また、過去に発生した災害の情報や避難所までの経路、避難

経路上の危険箇所及び必要な防災対応などを県民自らの手

で地図に記載する「手作りハザードマップ」の導入を推進します。

②各種防災情報の入手方法の啓発

携帯電話などのメールやホームページ機

能を利用して、県民に直接、気象情報や避難情報等を届ける

「ひょうご防災ネット」への加入など、各種防災情報の入手方法

の啓発に努めます。

「的確な避難のための啓発」 （逃げる）「的確な避難のための啓発」 （逃げる）

手作りハザードマップ作成の様子

「ひょうご防災ネット」へのアクセス

県・神戸市

県

県・神戸市

神戸市

県

県・神戸市・県民

県・神戸市

神戸市

同報無線、移動無線の充実を図り、県民に避難

勧告などの情報を迅速に提供します。

②増水警報

親水空間を有し、急激な水位上昇が想定される

河川において、大雨洪水注意報・警報に連動する回転灯や電

光掲示板を設置し、河川利用者への注意喚起を図ります。



①①
③③

②②

①河川防災ステーションの活用

河川防災ステーションとは、地震や洪水な

どの大規模な災害時に円滑な水防活動や緊急復旧活動を行う

拠点で、情報・指令拠点や作業員の待機スペースとして利用さ

れる水防センターと資材置場や作業スペースとして利用できる

多目的広場からなります。河川防災ステーションでは、地域の

雨量や河川の水位などの情報発信に努め、平時は県民の憩

いの場や防災訓練などの場として、災害時には防災活動の拠

点として活用します。

「水害に備えるまちづくりと水害からの復旧」 （備える）「水害に備えるまちづくりと水害からの復旧」 （備える）

水防センター （新湊川）

■ モデル地区の選定■ モデル地区の選定

先導的な取り組み事例などの情報発信を行い、その共有を図るなど、計画地域全体に総合治

水の気運を高め、行政、県民及び企業などが相互に連携しながら計画を推進できるよう、以下の

モデル地区を選定します。

③三ノ宮駅から神戸駅間の地下空間を含む地区③三ノ宮駅から神戸駅間の地下空間を含む地区

① 新湊川・長田南部地区
② 妙法寺川地区
① 新湊川・長田南部地区
② 妙法寺川地区

JR三ノ宮駅から神戸駅にかかる地下空間を含む地域を対象として、主に地下空間への浸水防
止対策や避難の促進に努めます。

・神戸地下街（株）や神戸市市営地下鉄などの地下空間における浸水対策を支援します。

・県立施設を先行して、雨水の浸透・貯留施設の整備に努めます。

浸水想定区域図で浸水が予想される①新湊川・長田

南部地区及び②妙法寺川地区を対象として、流域対策

による雨水の流出抑制に努めます。

・県立施設で先行して、雨水の浸透・貯留施設の

整備に努めます。

・県民による手作りハザードマップの作成を進めます。

・新湊川防災ステーションを軸として、防災情報の

発信や情報共有を図ります。

②水害に対する保険制度への加入促進

水害からの早期復旧を図るため「フェニックス共済（兵庫県住宅再建共済制度）」

などの加入促進に努めます。また、県民は、浸水による被害を受けた場合に早

期に自立した生活を再建するため、県が実施する共済制度等への加入や損害保険契約等の締

結などを通じ、生活基盤の回復に備えるように努めます。

モデル地区位置図

県・神戸市

県・神戸市

・県民



● 計画策定までの経緯● 計画策定までの経緯

計画策定に当たり、学識経験者、計画地域の住民等で構成された協議会を開催し、検討を重ね

てきました。また、協議会は計画策定後も存続していきます。

【問い合わせ先】

兵庫県神戸県民センター神戸土木事務所 企画調整担当

〒653-0055 神戸市長田区浪松町3丁目2-5 （兵庫県西神戸庁舎内）

TEL 078-737-2382 FAX 078-735-4059

属 性 氏 名 主 な 役 職

学識経験者 沖村 孝 神戸大学名誉教授

県民

渡辺 利信 （東灘区） 住吉川清流の会会長

大森 末弘 （灘区） 河原自治会長ほか

後藤 實 （中央区） 生田自治連合会長ほか

中井 末治 （兵庫区） 菊水地区防災福祉コミュニティ委員長ほか

渡邊 攝子 （兵庫区） 湊山地区防災福祉コミュニティ委員長ほか

岸本 圭吉 （長田区） 番町地区防災福祉コミュニティ本部長

佐々木 利雄 （須磨区） 大黒地区防災福祉コミュニティ本部長

岡松 治利 （垂水区） 垂水区自治会連絡協議会会長

神戸市 末永 清冬 神戸市建設局長

兵庫県 太田 和成 神戸県民センター長

神戸（表六甲河川）地域総合治水推進協議会 委員名簿（敬称略）

神戸（表六甲河川）地域総合治水推進協議会の開催

会 議 名 開 催 日 会場

第1回 ワーキング会議 H26.9.12 神戸センタープラザ西館 ６階９号室

第1回 神戸(表六甲河川)地域
総合治水推進協議会

H26.10.16 兵庫県学校厚生会館 ７階大会議室

第2回 ワーキング会議 H26.12.16 兵庫県私学会館 ３０２・３０３会議室

第2回 神戸(表六甲河川)地域
総合治水推進協議会

H27.1.27 兵庫県学校厚生会館 ２階大会議室

とりまとめられた推進計画（案）に対して、県民の皆さんからの意見・提案を募集するため、県民

意識提出手続（パブリック・コメント手続）を実施し、13件（4人）の意見をいただきました。これらの

意見などを参考にして、推進計画を策定しました。

・意見の募集期間：平成27年2月20日（金）～平成27年3月5日（木）


